
ながの労福協 〈ライフサポートセンター〉 （6）2008年1月1日第245号

【
事
例
①
】

父
は
現
在
90
歳
で
認
知
症
が
進
み
、
判
断
能
力
は

ほ
と
ん
ど
な
い
。
私
は
父
名
義
の
家
に
父
と
同
居
し

て
い
る
が
、
古
く
な
っ
た
た
め
こ
れ
を
取
り
壊
し
て
、

私
が
住
宅
ロ
ー
ン
を
借
り
、
家
を
新
築
し
た
い
。
家

は
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
し
て
、
体
が
不
自
由
な
父
を
こ

の
家
で
面
倒
を
見
よ
う
と
考
え
て
い
る
。

し
か
し
、
住
宅
ロ
ー
ン
の
申
込
み
を
し
た
と
こ
ろ
、

銀
行
で
は
新
築
す
る
家
の
ほ
か
土
地
も
担
保
の
設
定

が
必
要
で
あ
り
、
父
の
判
断
能
力
が
な
い
た
め
、
父

の
土
地
に
つ
き
、
父
と
担
保
に
入
れ
る
契
約
が
で
き

な
い
と
言
わ
れ
た
。
ど
う
し
た
ら
良
い
か
。

【
回
答
】（
佐
藤
豊
弁
護
士
）

家
庭
裁
判
所
に
、
お
父

さ
ん
の
成
年
後
見
人
を
選

任
し
て
も
ら
い
、
成
年
後

見
人
が
お
父
さ
ん
の
法
定

代
理
人
と
し
て
契
約
を
す

る
こ
と
に
な
る
。

新
築
に
あ
た
り
、
お
父
さ
ん
の
家
を
壊
す
こ

と
、
お
父
さ
ん
の
土
地
を
貴
方
が
お
金
を
借
り

る
担
保
に
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
お
父
さ

ん
に
不
利
益
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
も
あ
る
の
で
、

成
年
後
見
人
を
選
ん
で
も
ら
え
ば
自
由
に
で
き

る
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
お
父
さ
ん
が
そ
の
家

に
住
め
る
利
益
等
も
総
合
し
た
家
庭
裁
判
所
の

判
断
に
従
う
こ
と
に
な
る
。

【
事
例
②-

Ａ
】

80
歳
に
な
る
お
ば
あ
さ
ん
は
、
生
涯
独
身
で
子
供

も
い
な
い
。
８
人
兄
弟
姉
妹
で
あ
っ
た
が
、
今
は
姉

と
弟
の
３
人
だ
け
に
な
っ
た
。
少
し
前
に
脳
溢
血
で

入
院
し
た
の
で
下
半
身
が
不
自
由
に
な
っ
た
が
、
判

断
能
力
は
あ
る
。

一
人
暮
ら
し
の
た
め
、
財
産
管
理
な
ど
が
心
配
と

の
こ
と
で
、
ヘ
ル
パ
ー
を
介
し
て
相
談
が
寄
せ
ら
れ
た
。

【
事
例
②-

Ｂ
】

従
兄
は
53
歳
で
独
身
。
子
供
の
頃
に
統
合
失
調
症

に
な
り
、
20
歳
頃
か
ら
入
退
院
を
繰
り
返
し
、
現
在

は
市
内
の
病
院
に
入
院
し
て
い
る
。

借
り
て
い
た
ア
パ
ー
ト
の
契
約
解
除
や
、
今
度
、

父
親
の
遺
産
相
続
に
あ
た
り
兄
弟
が
相
続
放
棄
し
た

た
め
、
僅
か
な
預
金
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

預
貯
金
の
解
約
等
も
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。
ど
の

よ
う
に
す
れ
ば
良
い
か
。

【
回
答
】（
徳
竹
春
近
司
法
書
士
）

公
正
証
書
で
遺
言
を
書

い
て
お
く
こ
と
。

ま
た
、
現
時
点
で
財
産

管
理
を
依
頼
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
弁
護
士
、
司
法
書

士
等
の
専
門
家
と
「
財
産

管
理
の
委
任
契
約
」
か
、「
任
意
後
見
契
約
」
を
結

ぶ
と
良
い
。（
事
例
Ａ
）

成
年
後
見
の
申
立
て
を
家
庭
裁
判
所
に
す
る
。

ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
成
年
後
見
制
度
参
照
。（
事
例
Ｂ
）

【
事
例
③
】

小
さ
な
町
工
場
の
個
人
経
営
者
。
妻
は
既
に
亡
く
な

り
息
子
が
３
人
い
る
。

長
男
は
高
校
卒
業
後
私
の
工
場
に
入
り
、
今
日
ま
で

私
を
手
伝
っ
て
く
れ
た
が
、
小
遣
い
程
度
で
人
並
み
の

給
料
は
払
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
二
男
は
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

で
独
立
し
て
い
る
が
、
数
年
前
に
住
宅
を
建
て
た
時
、

１
、０
０
０
万
円
の
援
助
を
し
た
。
三
男
だ
け
が
大
学

に
進
学
し
、
そ
の
時
の
学
費
・
生
活
費
で
、
や
は
り
１
、

０
０
０
万
円
位
掛
っ
た
。

私
の
資
産
は
、
町
工
場
と
自
宅
の
不
動
産
に
預
貯

金
が
あ
る
が
、
私
が
死
亡
し
た
場
合
、
相
続
に
つ
い

て
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
の
か
。

長
男
に
私
の
全
財
産
を
相
続
さ
せ
た
い
が
、
ど
の

よ
う
に
す
れ
ば
良
い
か
。

【
回
答
】（
田
中
善
助
弁
護
士
）

相
続
は
、
相
談
者
の
死

亡
に
よ
り
開
始
す
る
。

相
続
人
は
三
人
の
息
子

と
な
り
、
相
談
者
が
遺
言

を
し
な
い
で
死
亡
し
た
場

合
は
、
三
人
の
相
続
分
は

相
等
し
く
、
遺
産
の
三
分
の
一
ず
つ
相
続
で
取

得
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
相
続
財
産
は
民
法
８

９
８
条
に
よ
り
共
有
と
さ
れ
る
の
で
、
三
人
の

協
議
で
遺
産
を
分
割
す
る
（
遺
産
分
割
協
議
書
）

こ
と
に
な
る
。

協
議
が
出
来
な
い
場
合
、
協
議
し
て
も
合
意

に
至
ら
な
い
場
合
は
、
家
庭
裁
判
所
に
調
停
又

は
審
判
の
申
立
を
行
う
こ
と
が
出
来
る
。

長
男
は
、
高
校
卒
業
後
、
家
業
を
手
伝
っ
て

働
い
て
き
た
が
給
料
に
見
合
う
額
を
も
ら
っ
て

い
な
い
と
あ
れ
ば
、
現
在
相
談
者
が
有
し
て
い

る
町
工
場
等
の
資
産
は
、
長
男
の
貢
献
が
あ
っ

た
か
ら
と
も
言
え
る
。
従
っ
て
、
長
男
は
寄
与

分
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
寄
与
分
は
共
同
相
続
人
の
協
議
に
よ
り
、

協
議
で
き
な
い
場
合
は
家
庭
裁
判
所
が
定
め
る

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
被
相
続
人
が
相
続
開

始
時
に
お
い
て
有
し
た
財
産
の
価
額
か
ら
寄
与

分
を
控
除
し
た
も
の
が
相
続
財
産
と
な
る
。
従

っ
て
、
長
男
の
貢
献
は
寄
与
分
と
し
て
評
価
さ

れ
、
長
男
が
取
得
す
る
こ
と
に
な
る
。

二
男
及
び
三
男
は
、
相
談
者
か
ら
住
宅
取
得
時

や
大
学
進
学
時
に
援
助
を
受
け
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
援
助
を
し
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
相
談
者
の
死

亡
時
に
財
産
と
し
て
残
っ
て
い
る
筈
で
あ
り
、
ま

た
、
こ
の
援
助
の
分
を
考
慮
し
な
い
と
援
助
を
受

県
労
福
協
の
「
生
活
あ
ん
し
ん
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
事
業
」
の
一
環
と
し
て
取
り
組
ん

で
い
る
「
く
ら
し
・
な
ん
で
も
相
談
〝
ほ
っ
と
ダ
イ
ヤ
ル
〞」
に
寄
せ
ら
れ
る
幅
広
い

相
談
の
中
か
ら
、
一
部
を
ご
紹
介
し
て
い
る
こ
の
シ
リ
ー
ズ
も
11
回
を
数
え
ま
し
た
。

２
０
０
８
年
新
春
号
は
、
専
門
家
相
談
員
の
５
人
の
先
生
方
に
登
場
い
た
だ
き
、

成
年
後
見
制
度
に
よ
る
財
産
管
理
の
方
法
や
相
続
問
題
、
不
動
産
の
登
記
、
厚
生
年

金
の
裁
定
請
求
等
、
様
々
な
事
例
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

○
成
年
後
見
制
度
は
、
記
憶
力
な
ど
に
障
害
が
あ
る
高
齢

者
、
知
的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
な
ど
判
断
能
力
が
不
十

分
と
な
っ
た
方
を
保
護
す
る
た
め
の
制
度
。

家
庭
裁
判
所
で
は
、
本
人
の
判
断
能
力
の
程
度
に
応
じ

て
、
成
年
後
見
人
、
保
佐
人
、
補
助
人
を
選
任
す
る
。
本

人
の
財
産
が
高
額
、
財
産
の
状
況
が
複
雑
、
親
族
間
で
療
養
看
護
や
財

産
管
理
の
方
針
が
食
い
違
っ
て
い
る
な
ど
の
場
合
に
は
、
弁
護
士
、
司

法
書
士
、
社
会
福
祉
士
等
の
第
三
者
を
選
任
す
る
こ
と
も
あ
る
。

本
人
が
判
断
能
力
を
欠
い
て
い
る
場
合
に
選
任
さ
れ
る
成
年
後
見
人

は
、
本
人
の
意
思
を
尊
重
し
、
か
つ
本
人
の
心
身
の
状
態
や
生
活
状
況

に
配
慮
し
な
が
ら
、
必
要
な
代
理
行
為
を
行
う
と
共
に
、
本
人
の
財
産

を
適
正
に
管
理
し
て
い
く
。

な
お
、
裁
判
所
は
、
本
人
の
利
益
が
守
ら
れ
る
よ
う
に
、
定
期
的
に
、

又
は
随
時
、
本
人
の
財
産
管
理
状
況
等
の
報
告
を
求
め
た
り
、
調
査
を

す
る
（
後
見
監
督
）。

「
成
年
後
見
制
度
」

○
任
意
後
見
制
度
は
、
本
人
が
契
約
の
締
結
に
必
要
な
判

断
能
力
を
有
し
て
い
る
間
に
、
将
来
自
己
の
判
断
能
力
が

不
十
分
に
な
っ
た
と
き
の
後
見
事
務
の
内
容
と
後
見
す
る

人
（
任
意
後
見
人
）
を
、
自
ら
事
前
の
契
約
に
よ
っ
て
決

め
て
お
く
制
度
。

家
族
、
友
人
や
、
弁
護
士
、
司
法
書
士
等
の
専
門
家
な
ど
を
任
意
後

見
人
に
指
定
し
、
任
意
後
見
契
約
を
締
結
（
公
証
人
役
場
で
公
正
証
書

を
作
成
）
す
る
。
そ
の
内
容
は
東
京
法
務
局
に
登
記
さ
れ
る
。

そ
の
後
、
認
知
症
等
の
心
配
が
で
た
時
に
、
家
庭
裁
判
所
に
任
意
後

見
監
督
人
の
選
任
を
し
て
も
ら
う
。

○
任
意
後
見
監
督
人
は
、
任
意
後
見
人
が
き
ち
ん
と
仕
事
を
し
て
い
る

か
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
が
、任
意
後
見
制
度
で
の
家
庭
裁
判
所
の
関
与
は
、

本
人
が
あ
ら
か
じ
め
選
任
し
て
お
い
た
任
意
後
見
人
を
家
庭
裁
判
所
が

選
任
し
た
任
意
後
見
監
督
人
を
通
じ
て
監
督
す
る
に
と
ど
ま
る
。

「
任
意
後
見
契
約
」



け
て
い
な
い
長
男
と
の
関
係
で
公
平
を
欠
く
こ
と

に
な
る
。
従
っ
て
、
被
相
続
人
か
ら
生
計
の
資
本

と
し
て
援
助
を
受
け
た
者
（
特
別
受
益
者
）
が
あ

る
場
合
は
、
そ
の
援
助
の
価
額
を
加
え
た
額
を
相

続
財
産
と
見
な
し
、
こ
の
相
続
財
産
の
三
分
の
一

の
額
か
ら
、
既
に
援
助
さ
れ
た
価
額
を
控
除
し
た

額
が
、
二
男
、
三
男
の
相
続
分
と
な
る
。

な
お
、
相
談
者
は
、
全
財
産
を
長
男
に
相
続

さ
せ
る
と
い
う
遺
言
を
す
れ
ば
、
長
男
に
全
財

産
を
相
続
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
。

普
通
の
方
式
に
よ
る
遺
言
の
種
類
と
し
て
、

自
筆
証
書
、
公
正
証
書
、
秘
密
証
書
の
３
つ
の

方
法
が
あ
る
が
、
費
用
は
掛
か
る
が
公
正
証
書

遺
言
の
場
合
は
、
改
竄
・
破
棄
な
ど
の
恐
れ
が

な
い
こ
と
や
、
検
認
手
続
（
民
法
１
０
０
４
条

２
項
）
が
不
要
と
さ
れ
る
の
で
、
公
正
証
書
遺

言
が
最
も
望
ま
し
い
。

遺
言
は
遺
言
者
の
死
亡
に
よ
っ
て
効
力
が
生

じ
、
長
男
は
相
続
財
産
全
部
を
取
得
す
る
こ
と

に
な
る
が
、
し
か
し
、
直
系
卑
属
（
子
供
・
孫

な
ど
）
は
民
法
１
０
２
８
条
に
よ
り
遺
留
分
権

者
と
さ
れ
て
お
り
、
長
男
は
二
男
、
三
男
か
ら

遺
留
分
減
殺
請
求
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

【
事
例
④
】

母
屋
の
土
地
と
建
物
（
未
登
記
）
は
弟
が
所
有
し

て
い
る
。
そ
こ
に
、
母
屋
に
隣
接
し
て
別
の
親
族
が

離
れ
を
建
て
た
が
、
離
れ
だ
け
を
登
記
で
き
る
か
。

【
回
答
】（
千
野
正
嗣

司
法

書
士
・
土
地
家
屋
調
査
士
）

母
屋
と
離
れ
の
建
物
の

所
有
者
が
別
で
あ
り
、
母

屋
と
近
接
し
て
建
て
ら
れ

た
離
れ
の
建
物
が
そ
の
基

礎
及
び
構
造
を
異
に
し
、
極
め
て
接
近
し
て
い

る
も
の
の
相
互
に
隔
離
し
た
建
物
と
し
て
建
築

さ
れ
、
物
理
的
に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
存
在
と
み

る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
土
地
と
の
定
着
性
、

外
気
分
断
性
及
び
用
途
性
を
備
え
て
い
れ
ば
、

独
立
し
て
登
記
が
で
き
る
と
考
え
る
。

地
元
の
、
専
門
家
で
あ
る
土
地
家
屋
調
査
士

に
相
談
を
し
て
依
頼
す
る
と
良
い
。

【
事
例
⑤-

Ａ
】

去
年
の
12
月
に
60
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
た
。
当

時
、
社
会
保
険
庁
か
ら
厚
生
年
金
の
裁
定
請
求
書

が
送
ら
れ
て
き
た
が
、
自
分
は
ま
だ
そ
の
ま
ま
会

社
に
残
っ
て
働
い
て
い
る
の
で
、
年
金
は
も
ら
え

な
い
と
思
い
、
手
続
き
は
何
も
し
て
い
な
い
。

【
事
例
⑤-

Ｂ
】

３
年
前
に
60
歳
に
な
っ
た
が
、
給
料
だ
け
で

な
ん
と
か
生
活
し
て
い
け
る
の
で
、
厚
生
年
金
は

ま
だ
も
ら
わ
な
く
て
も
い
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ

れ
に
、
も
ら
う
の
を
先
に
延
ば
せ
ば
、
年
金
が
増

え
る
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。

【
回
答
】（
山
口
正
人
特
定
社
会
保
険
労
務
士
）

厚
生
年
金
の
裁
定
請
求
は
、
支
給
開
始
年
齢

に
達
し
た
と
き
に
必
ず
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
請
求
手
続
き
を
行

わ
な
い
と
、
い
く
ら
年
金

を
受
け
る
権
利
が
あ
っ
て

も
、
年
金
は
全
く
支
給
さ

れ
な
い
。

厚
生
年
金
保
険
法
で
は
、
年
金
の
支
給
開
始

年
齢
を
65
歳
と
定
め
て
い
る
。
し
か
し
、
当
面

の
間
、
受
給
者
の
生
年
月
日
に
よ
っ
て
支
給
開

始
年
齢
を
60
歳
の
ま
ま
と
し
、
段
階
的
に
65
歳

ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

従
っ
て
、
完
全
に
65
歳
支
給
が
適
用
さ
れ
る

の
は
、
昭
和
36
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の
方

（
女
性
は
昭
和
41
年
４
月
２
日
以
降
生
ま
れ
の

方
）
と
な
る
。

本
事
例
の
い
ず
れ
の
方
も
、
支
給
開
始
年
齢

は
60
歳
な
の
で
、
す
ぐ
に
、
厚
生
年
金
の
裁
定

請
求
を
す
る
こ
と
。

な
お
、
こ
の
年
金
請
求
に
は
５
年
の
時
効
が

適
用
さ
れ
る
の
で
、
請
求
が
更
に
遅
れ
る
と
、

５
年
を
超
え
た
過
去
の
年
金
は
支
給
さ
れ
な
く

な
る
の
で
注
意
。

厚
生
年
金
は
、
支
給
開
始
年
齢
に
な
っ
た
ら
、

必
ず
裁
定
請
求
を
す
る
こ
と
。

退
職
し
て
い
る
人
だ
け
で
な
く
、
在
職
し
て

い
て
も
請
求
は
必
要
で
あ
り
、
報
酬
月
額
に
よ

っ
て
、
年
金
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
支
給
さ
れ

る
（
全
部
が
停
止
と
な
る
こ
と
も
あ
る
）。

ま
た
、
60
歳
か
ら
３
年
経
っ
て
請
求
し
て
も

60
歳
に
遡
っ
て
３
年
分
の
年
金
が
支
給
さ
れ
る

だ
け
の
こ
と
で
、
年
金
額
そ
の
も
の
は
１
円
も

得
に
な
る
こ
と
は
な
い
。

お
そ
ら
く
、
誤
解
さ
れ
て
い
る
方
の
多
く
は

65
歳
か
ら
の
支
給
繰
り
下
げ
と
混
同
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。

社
会
保
険
庁
か
ら
裁
定
請
求
書
が
届
い
た
ら
、

年
金
が
も
ら
え
る
サ
イ
ン
だ
と
思
っ
て
速
や
か

に
手
続
を
し
ま
し
ょ
う
！

先
月
、
シ
リ
ー
ズ
【
ヤ
ミ
金
融
】
を
取
り
上

げ
た
機
関
紙
を
発
送
し
た
直
後
に
、「
息
子
が
借

り
た
ヤ
ミ
金
融
業
者
か
ら
の
執
拗
な
取
り
立
て

に
、
75
歳
の
父
親
が
マ
ン
シ
ョ
ン
か
ら
飛
び
降

り
自
殺
」、「
息
子
は
警
察
に
も
相
談
し
て
い
た
」

と
の
ニ
ュ
ー
ス
報
道
が
あ
り
ま
し
た
。

手
を
差
し
伸
べ
て
く
れ
る
専
門
家
の
窓
口
や

民
間
の
機
関
が
あ
り
、
被
害
者
の
会
が
あ
っ
て

も
、
そ
れ
等
を
知
る
す
べ
の
な
い
人
が
大
勢
い

ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
に
胸
が
痛
み
ま
す
。

私
た
ち
の
相
談
活
動
も
ほ
ん
の
小
さ
な
一
歩

か
ら
で
す
。
出
来
る
こ
と
か
ら
始
め
、
助
け
合

い
の
輪
を
広
げ
て

い
き
ま
す
。
今
年

も
宜
し
く
お
願
い

致
し
ま
す
。
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○
遺
留
分
と
は
一
部
の
相
続
人
に
最
低
限
度
保
証
さ
れ
て
い
る
一
定

な
割
合
の
遺
産
の
こ
と
で
、
遺
言
が
あ
れ
ば
自
由
に
財
産
を
処
分
で

き
る
が
、
遺
留
分
制
度
は
こ
れ
に
一
定
の
制
限
を
か
け
る
も
の
。

「
遺
留
分
権
者
と
遺
留
分
減
殺
請
求
」

○
住
居
に
つ
き
、
主
た
る
建
物
と
は
い
わ
ゆ
る
母
屋
を

い
い
、
附
属
建
物
と
は
、
主
た
る
建
物
の
利
用
を
補
足

す
る
た
め
に
建
築
さ
れ
て
い
る
物
置
や
車
庫
や
離
れ
の

よ
う
な
建
物
で
あ
っ
て
、
利
用
上
主
た
る
建
物
と
一
体

を
な
し
て
い
る
別
棟
の
建
物
を
い
う
。

○
不
動
産
登
記
法
に
お
い
て
は
、
単
に
そ
の
物
理
的
な
構
造
ば
か

り
で
な
く
、
取
引
ま
た
は
利
用
上
の
目
的
物
と
し
て
の
諸
般
の
状

況
等
を
勘
案
し
な
が
ら
判
断
し
て
、
物
理
的
に
は
別
棟
の
建
物
で

あ
っ
て
も
こ
れ
ら
を
一
個
と
し
て
登
記
す
べ
き
場
合
が
あ
る
こ
と

を
予
定
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
所
有
者
の
意
思
に
反
し
な

い
限
り
一
個
の
建
物
と
し
て
取
り
扱
う
。

「
主
た
る
建
物
と
登
記
」

「
年
金
受
給
の
誤
解
と
注
意
ポ
イ
ン
ト
」

○
検
認
手
続
き
と
は
、
遺
言
書
の
偽
造
、
変
造
を
防
ぎ
遺

言
書
を
確
実
に
保
全
す
る
た
め
の
証
拠
保
全
の
手
続
き
。

公
正
証
書
遺
言
な
ら
検
認
の
手
続
き
は
不
要
で
、
遺
言

内
容
に
基
づ
き
相
続
手
続
き
（
不
動
産
、
金
融
資
産
等
の

名
義
書
換
え
等
）
が
可
能
と
な
る
が
、
自
筆
証
書
遺
言
や

秘
密
証
書
遺
言
等
の
場
合
は
、
相
続
人
は
そ
の
遺
言
書
を
開
封
せ
ず

に
家
庭
裁
判
所
へ
提
出
し
、
検
認
の
手
続
き
を
請
求
す
る
必
要
が
あ

る
。
遺
言
書
を
提
出
せ
ず
、
ま
た
は
家
庭
裁
判
所
外
で
遺
言
書
を
開

封
し
た
場
合
、
検
認
手
続
き
を
怠
っ
た
と
し
て
５
万
円
以
下
の
過
料

が
処
せ
ら
れ
る
。

な
お
、
自
筆
証
書
遺
言
等
で
検
認
手
続
き
を
終
え
る
と
、
家
庭
裁

判
所
か
ら
検
認
済
み
証
明
書
（
不
動
産
、
金
融
資
産
等
の
名
義
書
換

え
に
必
要
）
が
発
行
さ
れ
る
。

検
認
手
続

○
遺
留
分
の
権
利
者
は
法
定
相
続
人
の
う
ち
、
配
偶
者
、
子
、
孫
、

親
、
祖
父
母
で
、
兄
弟
姉
妹
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
○
遺
留
分
の

請
求

侵
害
さ
れ
た
財
産
に
つ
い
て
「
遺
留
分
減
殺
請
求
」
を
し
な

け
れ
ば
財
産
は
戻
ら
な
い
。
○
遺
留
分
減
殺
請
求
権
の
時
効
は
、
相

続
の
開
始
及
び
遺
留
分
を
侵
害
す
る
贈
与
や
遺
贈
が
あ
っ
た
こ
と
を

知
っ
た
と
き
か
ら
１
年
（
以
後
は
時
効
に
よ
り
消
滅
）。
○
遺
言
の

有
効
性

遺
留
分
制
度
は
あ
る
が
そ
れ
を
無
視
し
た
遺
言
は
有
効
。

遺
留
分
の
権
利
を
持
つ
相
続
人
が
遺
留
分
減
殺
請
求
を
す
る
こ
と
で

初
め
て
効
力
が
発
生
す
る
。
○
遺
留
分
減
殺
請
求
書
は
「
内
容
証
明

郵
便
」
で
送
る
の
が
望
ま
し
い
。
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